
入札心得（委託）（通常型指名）（電子入札） （Ｈ３１．４） 

 

１ 電子入札に関する事項 

（１）本委託は、入札手続を電子入札システムで行う電子入札対象委託である。ただし、カードの更新

等のために紙入札を希望する場合は、「紙入札方式参加承諾願」等に、カードの更新申請中である

ことなどを証する書面の写しを添付した場合に限り、紙での入札手続（以下「紙入札方式」という。）

によることができる。 

（２）電子入札による手続開始後は、原則として、紙入札方式への途中変更を認めない。ただし、障害

等のやむをえない事情がある場合は、「紙入札方式移行申請書」を提出して契約担当者の承認を受

けること。 

（３）紙入札方式による手続開始後は、電子入札への途中変更は認めない。 

（４）その他電子入札に関する事項は、福岡県電子入札運用基準、その他の別に示す基準による。 

（５）紙入札方式へ途中変更した場合は、途中変更後は入札心得（紙入札方式）によるものとする。 

２ 入札の無効 

（１）金額の記載がないもの。 

（２）法令又は入札に関する条件に違反したとき。 

（３）同一入札者が２以上の入札をしたとき。 

（４）入札者が有効な電子証明書を取得しておらず、入札者を判明できないとき。 

（５）金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。 

（６）くじ番号の記載がない入札（くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認

できない入札を含む。）。 

（７）無効入札をした者は、再度入札に加わることができない。 

３ 入札金額の記載 

落札決定に当たっては、入札書に記載される金額を記録した電磁的記録の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を電子入札システムに

登録すること。 

４ その他 

（１）入札について、談合又は何らの協議もしてはならない。 

（２）入札者のうち予定価格の範囲内で、最低価格の入札者を落札者と決定する。ただし、同価格の入

札があったときは、電子くじによって落札者を決定する。 

（３）入札は、電子入札システムにより提出すること。 

（４）配布した図面、設計図書は配布を受けたものが責任を持って入札事務終了後、速やかに廃棄する

こと。また、これらのデータの漏えいが生じることのないよう、配布を受けたものが、責任を持っ

てデータ管理の徹底を図ること。 

（５）契約書等に記載する委託名称は、「指名通知書」に掲げる委託名とする。 

（６）入札執行回数は、再度入札を含めて２回を限度とする。 

（７）入札参加者は、電子入札システムにより入札するまでの間において、入札辞退届を電子入札シス

テムにより提出することによって、自由に入札を辞退できる。 

なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるも

のではない。 

（８）電子入札する者にあっては、委任状は不要とする。 

（９）落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する暴力団排除条例１項各号に該

当しないこと等について誓約する誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結

しないものとする。 

（10）落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締

結しないものとする。 

 


